
政
令
第
二
百
九
十
一
号

関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係

法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
関
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

関
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
四
十
四
条
」
を
「
第
四
十
四
条
の
二
」
に
、
「
第
六
十
八
条
」
を
「
第
六
十
八
条
の
三
」
に
改
め
る
。

第
一
条
第
三
項
第
一
号
中
「
保
税
蔵
置
場
に
」
を
削
り
、
「
第
六
十
二
条
（
保
税
工
場
）
」
を
「
第
六
十
一
条
の
四
」
に

改
め
、
「
総
合
保
税
地
域
に
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
こ
え
、
」
を
「
超
え
、
」
に
、
「
こ
え
る
」
を
「
超
え
る
」
に

改
め
る
。

第
四
条
の
十
五
第
二
項
中
「
同
条
第
一
項
中
「
」
の
下
に
「
被
相
続
人
の
氏
名
並
び
に
」
を
加
え
、
「
法
第
七
条
の
二
第

一
項
（
申
告
の
特
例
）
の
承
認
を
受
け
た
者
の
氏
名
」
を
「
被
相
続
人
で
あ
つ
て
、
法
第
七
条
の
二
第
一
項
（
申
告
の
特
例

）
の
承
認
を
受
け
た
者
の
氏
名
」
に
、
「
法
第
七
条
の
二
第
一
項
（
申
告
の
特
例
）
の
承
認
を
受
け
た
者
の
名
称
及
び
住
所



又
は
居
所
」
を
「
合
併
又
は
分
割
を
し
よ
う
と
す
る
法
人
で
あ
つ
て
、
法
第
七
条
の
二
第
一
項
（
申
告
の
特
例
）
の
承
認
を

受
け
た
者
の
名
称
及
び
住
所
」
と
、
「
合
併
又
は
分
割
を
し
よ
う
と
す
る
法
人
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
合
併
後
存
続
す
る

法
人
」
と
あ
る
の
は
「
合
併
後
存
続
す
る
法
人
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
四
第
三
号
中
「
（
総
合
保
税
地
域
）
」
を
削
り
、
「
第
六
十
二
条
（
保
税
工
場
）
」
を
「
第
六
十
一
条
の
四
」

に
、
「
（
保
税
蔵
置
場
の
許
可
を
受
け
た
者
の
関
税
の
納
付
義
務
）
」
を
「
（
許
可
を
受
け
た
者
の
関
税
の
納
付
義
務
等
）

」
に
、
「
第
六
十
二
条
及
び
」
を
「
第
六
十
一
条
の
四
及
び
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
（
保
税
展
示
場
で
販
売
さ
れ
る

見
込
み
が
あ
る
貨
物
に
つ
い
て
の
担
保
の
提
供
）
」
を
「
（
販
売
用
貨
物
等
の
蔵
置
場
所
の
制
限
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第

六
号
中
「
（
輸
入
の
許
可
前
に
お
け
る
貨
物
の
引
取
り
）
」
を
削
り
、
「
（
関
税
の
納
付
前
に
お
け
る
郵
便
物
の
受
取
り
）

」
を
「
（
郵
便
物
の
関
税
の
納
付
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
八
号
中
「
（
再
輸
出
免
税
）
」
及
び
「
（
輸
出
貨
物
の
製
造
用

原
料
品
の
減
税
又
は
免
税
）
」
を
削
る
。

第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
四
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
外
国
貨
物
の
蔵
置
等
を
行
お
う
と
す
る
場
所
に
係
る
届
出
の
手
続
）

第
四
十
一
条

法
第
五
十
条
第
一
項
（
保
税
蔵
置
場
の
許
可
の
特
例
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載



し
た
届
出
書
を
税
関
長
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

届
出
を
す
る
者
の
住
所
又
は
居
所
及
び
氏
名
又
は
名
称

二

法
第
五
十
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
年
月
日

三

法
第
四
十
二
条
第
一
項
（
保
税
蔵
置
場
の
許
可
）
に
規
定
す
る
行
為
を
行
お
う
と
す
る
場
所
（
次
号
及
び
次
項
に
お

い
て
「
届
出
蔵
置
場
」
と
い
う
。
）
の
名
称
、
所
在
地
、
構
造
、
棟
数
及
び
延
べ
面
積

四

届
出
蔵
置
場
に
置
こ
う
と
す
る
貨
物
の
種
類

五

そ
の
他
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
税
関
長
は
、
届
出
蔵
置
場
が
法

第
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
が
前
項
の
届
出
書
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
こ
と

そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
そ
の
添
付
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
書
類
の
添
付
を
省
略

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

届
出
蔵
置
場
及
び
そ
の
付
近
の
図
面

二

届
出
蔵
置
場
と
し
て
の
利
用
の
見
込
書



三

届
出
蔵
置
場
が
営
業
用
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
貨
物
の
保
管
規
則
及
び
保
管
料
率
表

四

そ
の
他
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類

（
保
税
蔵
置
場
の
許
可
の
特
例
に
係
る
承
認
の
申
請
の
手
続
等
）

第
四
十
二
条

法
第
五
十
条
第
三
項
（
保
税
蔵
置
場
の
許
可
の
特
例
）
に
規
定
す
る
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
五
十
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
の
住
所
又

は
居
所
及
び
氏
名
又
は
名
称

二

法
第
四
十
二
条
第
一
項
（
保
税
蔵
置
場
の
許
可
）
の
許
可
を
受
け
て
い
る
保
税
蔵
置
場
の
名
称
及
び
所
在
地

三

そ
の
他
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
法
第
五
十
一
条
第
三
号
（
承
認
の
要
件
）
の
規
則
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

税
関
長
は
、
申
請
者
が
法
第
六
十
一
条
の
五
第
一
項
（
保
税
工
場
の
許
可
の
特
例
）
の
承
認
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
る
こ

と
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
そ
の
添
付
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
当
該
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら



な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。

４

税
関
長
は
、
第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
申
請
に
つ
き
承
認
を
し
た
と
き
は
そ
の
旨
を

、
承
認
を
し
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
は
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
書
面
に
よ
り
申
請
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

法
第
五
十
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
（
第
四
十
四
条
及
び
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
「
承
認
取
得
者
」

と
い
う
。
）
は
、
そ
の
承
認
に
係
る
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を

当
該
承
認
を
し
た
税
関
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
承
認
取
得
者
の
承
認
の
更
新
の
手
続
）

第
四
十
三
条

法
第
五
十
条
第
四
項
（
保
税
蔵
置
場
の
許
可
の
特
例
）
の
規
定
に
基
づ
き
同
条
第
一
項
の
承
認
の
更
新
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
住
所
又
は
居
所
及
び
氏
名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
申
請
書
を
当
該
承
認
を
し
た
税
関
長
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
承
認
の
取
消
し
の
手
続
）

第
四
十
四
条

税
関
長
は
、
法
第
五
十
四
条
第
一
項
（
承
認
の
取
消
し
等
）
の
規
定
に
よ
り
法
第
五
十
条
第
一
項
（
保
税
蔵

置
場
の
許
可
の
特
例
）
の
承
認
を
取
り
消
す
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
書
面
に
よ
り
承
認
取
得
者



に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章
第
三
節
中
第
四
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
技
術
的
読
替
え
等
）

第
四
十
四
条
の
二

法
第
五
十
五
条
の
規
定
に
お
い
て
承
認
取
得
者
に
つ
い
て
法
第
四
十
八
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま

で
（
許
可
の
承
継
）
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り

と
す
る
。

読
み
替
え
る
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
四
十
八
条
の
二
第
一
項

に
よ
り
当
該
許
可

に
よ
り
第
五
十
条
第
一
項
（
保
税
蔵
置

場
の
許
可
の
特
例
）
の
承
認

の
当
該
許
可

の
当
該
承
認

第
四
十
八
条
の
二
第
二
項

保
税
蔵
置
場
の
許
可

第
五
十
条
第
一
項
の
承
認

税
関
長

当
該
承
認
を
し
た
税
関
長

第
四
十
八
条
の
二
第
三
項
及
び
第

第
四
十
三
条
各
号
（
許
可
の
要
件
）
の

第
五
十
一
条
各
号
（
承
認
の
要
件
）
の



五
項

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
前

い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
い
場
合
に
は
、

項
の
承
認
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る

前
項
の
承
認
を
し
な
い
も
の
と
す
る

第
四
十
八
条
の
二
第
四
項

当
該
保
税
蔵
置
場

当
該
承
認
取
得
者
に
係
る
保
税
蔵
置
場

税
関
長

第
五
十
条
第
一
項
の
承
認
を
し
た
税
関

長

第
四
十
七
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三

当
該

号
（
許
可
の
失
効
）
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
当
該

当
該
許
可

同
項
の
承
認

２

第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
八
条
の
二
第

二
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
九

条
の
二
第
一
項
中
「
保
税
蔵
置
場
の
許
可
を
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
五
十
条
第
一
項
（
保
税
蔵
置
場
の
許
可
の
特
例
）
の

承
認
を
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
被
相
続
人
の
氏
名
並
び
に
当
該
保
税
蔵
置
場
の
名
称
及
び
所
在
地
」
と
あ
る
の
は
「
被



相
続
人
で
あ
つ
て
、
法
第
五
十
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
保

税
蔵
置
場
の
許
可
を
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
五
十
条
第
一
項
の
承
認
を
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
当
該
保
税
蔵
置
場
の
名

称
及
び
所
在
地
」
と
あ
る
の
は
「
合
併
又
は
分
割
を
し
よ
う
と
す
る
法
人
で
あ
つ
て
、
法
第
五
十
条
第
一
項
の
承
認
を
受

け
た
者
の
名
称
及
び
住
所
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
合
併
又
は
分
割
を
し
よ
う
と
す
る
法
人
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
合

併
後
存
続
す
る
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
合
併
後
存
続
す
る
法
人
」
と
、
「
当
該
保
税
蔵
置
場
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
五
十

条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
に
係
る
保
税
蔵
置
場
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
中
「
（
指
定
保
税
工
場
に
係
る
報
告
書
）
」
を
「
（
指
定
保
税
工
場
の
簡
易
手
続
）
」
に
改
め

、
同
項
第
二
号
中
「
第
六
十
二
条
（
保
税
工
場
）
」
を
「
第
六
十
一
条
の
四
」
に
改
め
、
「
保
税
蔵
置
場
に
」
を
削
る
。

第
五
十
条
第
三
項
中
「
第
六
十
二
条
」
を
「
第
六
十
一
条
の
四
」
に
改
め
、
「
保
税
蔵
置
場
に
」
を
削
る
。

第
五
十
条
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

（
保
税
蔵
置
場
に
つ
い
て
の
規
定
の
準
用
）

第
五
十
条
の
二

第
三
十
五
条
か
ら
第
三
十
六
条
の
三
ま
で
及
び
第
三
十
七
条
か
ら
第
三
十
九
条
の
二
ま
で
の
規
定
は
、
保

税
工
場
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
五
条
第
一
項
第
二
号
中
「
に
置
こ
う
と
す
る
」
と
あ
る
の



は
「
に
お
け
る
保
税
作
業
の
種
類
及
び
当
該
保
税
作
業
に
使
用
す
る
」
と
、
同
条
第
二
項
第
四
号
中
「
貨
物
の
保
管
規
則

及
び
保
管
料
率
表
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
規
則
及
び
使
用
料
率
表
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
保
税
作
業
を
行
お
う
と
す
る
場
所
に
係
る
届
出
の
手
続
）

第
五
十
条
の
三

法
第
六
十
一
条
の
五
第
一
項
（
保
税
工
場
の
許
可
の
特
例
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
届
出
書
を
税
関
長
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

届
出
を
す
る
者
の
住
所
又
は
居
所
及
び
氏
名
又
は
名
称

二

法
第
六
十
一
条
の
五
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
年
月
日

三

保
税
作
業
を
行
お
う
と
す
る
場
所
（
次
号
及
び
次
項
に
お
い
て
「
届
出
工
場
」
と
い
う
。
）
の
名
称
、
所
在
地
、
構

造
、
棟
数
及
び
延
べ
面
積

四

届
出
工
場
に
お
け
る
保
税
作
業
の
種
類
及
び
当
該
保
税
作
業
に
使
用
す
る
貨
物
の
種
類

五

そ
の
他
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
税
関
長
は
、
届
出
工
場
が
法
第

六
十
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
が
前
項
の
届
出
書
か
ら
明
ら
か
で
あ
る



こ
と
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
そ
の
添
付
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
書
類
の
添
付
を

省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

届
出
工
場
及
び
そ
の
付
近
の
図
面

二

届
出
工
場
と
し
て
の
利
用
の
見
込
書

三

届
出
工
場
が
営
業
用
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
使
用
規
則
及
び
使
用
料
率
表

四

そ
の
他
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類

（
保
税
工
場
の
許
可
の
特
例
に
係
る
承
認
の
申
請
の
手
続
等
）

第
五
十
条
の
四

法
第
六
十
一
条
の
五
第
三
項
（
保
税
工
場
の
許
可
の
特
例
）
に
規
定
す
る
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
六
十
一
条
の
五
第
一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
の

住
所
又
は
居
所
及
び
氏
名
又
は
名
称

二

法
第
五
十
六
条
第
一
項
（
保
税
工
場
の
許
可
）
の
許
可
を
受
け
て
い
る
保
税
工
場
の
名
称
及
び
所
在
地

三

そ
の
他
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項



２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
法
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
一
条
第
三
号
（
承
認
の
要
件
）
の
規
則
を
添
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
税
関
長
は
、
申
請
者
が
法
第
五
十
条
第
一
項
（
保
税
蔵
置
場
の
許
可
の
特
例
）
の
承

認
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
そ
の
添
付
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

３

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
当
該
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。

４

税
関
長
は
、
第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
申
請
に
つ
き
承
認
を
し
た
と
き
は
そ
の
旨
を

、
承
認
を
し
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
は
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
書
面
に
よ
り
申
請
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

法
第
六
十
一
条
の
五
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
（
第
五
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
「
承
認
取
得
者
」
と
い
う
。
）
は

、
そ
の
承
認
に
係
る
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
当
該
承
認
を
し

た
税
関
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
承
認
取
得
者
の
承
認
の
更
新
の
手
続
）

第
五
十
条
の
五

法
第
六
十
一
条
の
五
第
四
項
（
保
税
工
場
の
許
可
の
特
例
）
の
規
定
に
基
づ
き
同
条
第
一
項
の
承
認
の
更



新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
住
所
又
は
居
所
及
び
氏
名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
申
請
書
を
当
該
承
認
を
し
た
税
関

長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
技
術
的
読
替
え
等
）

第
五
十
一
条

法
第
六
十
二
条
の
規
定
に
お
い
て
法
第
六
十
一
条
の
五
第
一
項
（
保
税
工
場
の
許
可
の
特
例
）
の
規
定
に
よ

る
承
認
に
つ
い
て
法
第
五
十
一
条
か
ら
第
五
十
五
条
ま
で
（
承
認
の
要
件
・
規
則
等
に
関
す
る
改
善
措
置
・
承
認
の
失
効

・
承
認
の
取
消
し
等
・
許
可
の
承
継
に
つ
い
て
の
規
定
の
準
用
）
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に

係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
五
十
一
条
第
一
号
ハ

第
四
十
三
条
第
二
号

第
六
十
一
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る

第
四
十
三
条
第
二
号

第
五
十
三
条
第
一
号

第
四
十
二
条
第
一
項
（
保
税
蔵
置
場
の

第
五
十
六
条
第
一
項
（
保
税
工
場
の
許

許
可
）

可
）



２

第
四
十
四
条
の
規
定
は
法
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
六
十
一
条
の

五
第
一
項
の
承
認
を
取
り
消
す
場
合
に
つ
い
て
、
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
は
法
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
五
十
五
条
の
規
定
に
お
い
て
承
認
取
得
者
に
つ
い
て
法
第
四
十
八
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
（
許
可
の
承

継
）
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
に
つ
い
て
、
第
四
十
四
条
の
二
第
二
項

の
規
定
は
法
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
八
条
の
二
第
二
項
又
は
第

四
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
四

条
の
二
第
一
項
の
表
第
四
十
八
条
の
二
第
一
項
の
項
中
「
第
五
十
条
第
一
項
（
保
税
蔵
置
場
の
許
可
の
特
例
）
」
と
あ
る

の
は
「
第
六
十
一
条
の
五
第
一
項
（
保
税
工
場
の
許
可
の
特
例
）
」
と
、
同
表
第
四
十
八
条
の
二
第
二
項
の
項
中
「
第
五

十
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
一
条
の
五
第
一
項
」
と
、
同
表
第
四
十
八
条
の
二
第
三
項
及
び
第
五
項
の
項
中
「

第
五
十
一
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
一
条
各
号
」
と
、
同
表
第
四
十
八
条
の
二

第
四
項
の
項
中
「
に
係
る
保
税
蔵
置
場
」
と
あ
る
の
は
「
に
係
る
保
税
工
場
」
と
、
「
第
五
十
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は

「
第
六
十
一
条
の
五
第
一
項
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
五
十
条
第
一
項
（
保
税
蔵
置
場
の
許
可
の
特
例
）
」
と
あ
る

の
は
「
法
第
六
十
一
条
の
五
第
一
項
（
保
税
工
場
の
許
可
の
特
例
）
」
と
、
「
法
第
五
十
条
第
一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「



法
第
六
十
一
条
の
五
第
一
項
の
」
と
、
「
に
係
る
保
税
蔵
置
場
」
と
あ
る
の
は
「
に
係
る
保
税
工
場
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

第
五
十
一
条
の
十
五
中
「
（
総
合
保
税
地
域
）
」
を
削
り
、
「
第
六
十
二
条
（
保
税
工
場
）
」
を
「
第
六
十
一
条
の
四
」

に
改
め
、
「
保
税
蔵
置
場
に
」
を
削
り
、
「
（
総
合
保
税
地
域
に
外
国
貨
物
を
置
く
こ
と
等
の
承
認
）
」
を
「
（
外
国
貨
物

を
置
く
こ
と
等
の
承
認
）
」
に
改
め
る
。

第
五
十
九
条
第
二
項
中
「
第
六
十
二
条
に
」
を
「
第
六
十
一
条
の
四
に
」
に
改
め
る
。

第
五
十
九
条
の
三
第
一
項
中
「
第
六
十
七
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
に
、
「

時
期
の
特
例
」
を
「
時
期
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
い
う
」
の
下

に
「
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

法
第
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
輸
入
申
告
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
五
十
九
条
の
十
一
第
一
項
中
「
第
五
項
の
項
中
」
の
下
に
「
「
（
許
可
の
要
件
）
」
と
あ
る
の
は
「
（
許
可
の
要
件
）

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
承
認
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
」
と
、
」
を
、
「
第
七
条
の
五
各
号
」
の
下



に
「
（
承
認
の
要
件
）
」
を
、
「
第
六
十
七
条
の
四
各
号
」
の
下
に
「
（
承
認
の
要
件
）
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
い
場
合

に
は
、
前
項
の
承
認
を
し
な
い
も
の
と
す
る
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
（
輸
出
申
告
の
特
例
）
の
承
認
を
」
と
、
同
項

第
一
号
中
「
」
の
下
に
「
被
相
続
人
の
氏
名
並
び
に
」
を
加
え
、
「
法
第
六
十
七
条
の
三
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
の
氏

名
」
を
「
被
相
続
人
で
あ
つ
て
、
法
第
六
十
七
条
の
三
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
の
氏
名
」
に
、
「
法
第
六
十
七
条
の
三

第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
の
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所
」
を
「
合
併
又
は
分
割
を
し
よ
う
と
す
る
法
人
で
あ
つ
て
、
法
第

六
十
七
条
の
三
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
の
名
称
及
び
住
所
」
に
改
め
、
「
同
項
第
二
号
中
」
の
下
に
「
「
合
併
又
は
分

割
を
し
よ
う
と
す
る
法
人
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
合
併
後
存
続
す
る
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
合
併
後
存
続
す
る
法
人
」
と

、
」
を
加
え
る
。

第
六
十
一
条
第
三
項
中
「
第
五
十
一
条
に
」
を
「
第
五
十
条
の
二
に
」
に
改
め
る
。

第
六
十
七
条
の
見
出
し
を
「
（
保
税
運
送
の
た
め
の
郵
便
物
に
係
る
書
面
の
取
扱
い
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
（
保
税
運

送
の
た
め
の
郵
便
物
の
受
取
り
）
」
を
「
（
郵
便
物
の
関
税
の
納
付
等
）
」
に
、
「
書
類
」
を
「
書
面
」
に
改
め
る
。

第
六
十
八
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
書
類
」
を
「
書
面
」
に
改
め
る
。

第
五
章
第
七
節
中
第
六
十
八
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。



（
郵
便
事
業
株
式
会
社
に
よ
る
関
税
の
納
付
に
係
る
納
付
期
日
）

第
六
十
八
条
の
二

法
第
七
十
七
条
の
三
第
一
項
（
郵
便
事
業
株
式
会
社
に
よ
る
関
税
の
納
付
等
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定

め
る
日
は
、
郵
便
事
業
株
式
会
社
が
法
第
七
十
七
条
の
二
第
一
項
（
郵
便
物
に
係
る
関
税
の
納
付
委
託
）
の
規
定
に
よ
り

関
税
を
納
付
し
よ
う
と
す
る
者
の
委
託
に
基
づ
き
当
該
関
税
の
額
に
相
当
す
る
金
銭
の
交
付
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
十
一
取
引
日
（
国
税
通
則
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
百
三
十
五
号
）
第
七
条
第
二
項
（
口
座
振
替
納
付

に
係
る
納
付
期
日
）
に
規
定
す
る
取
引
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
経
過
し
た
最
初
の
取
引
日
（
災

害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
そ
の
日
ま
で
に
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
税
関
長
が
認
め
る
場
合
に
は
、
そ

の
承
認
す
る
日
）
と
す
る
。

（
帳
簿
の
記
載
事
項
等
）

第
六
十
八
条
の
三

郵
便
事
業
株
式
会
社
は
、
帳
簿
を
備
え
付
け
、
納
付
受
託
郵
便
物
（
法
第
七
十
七
条
の
二
第
一
項
（
郵

便
物
に
係
る
関
税
の
納
付
委
託
）
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
納
付
の
委
託
を
受
け
た
郵
便
物
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
ご
と
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
七
十
七
条
第
一
項
（
郵
便
物
の
関
税
の
納
付
等
）
の
書
面
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
と
し
て
財
務
省
令



で
定
め
る
も
の

二

関
税
の
額

三

関
税
の
額
に
相
当
す
る
金
銭
の
交
付
を
受
け
た
年
月
日

四

関
税
の
額
に
相
当
す
る
金
銭
を
日
本
銀
行
（
国
税
の
収
納
を
行
う
代
理
店
を
含
む
。
）
に
納
付
し
た
年
月
日

２

郵
便
事
業
株
式
会
社
は
、
前
項
の
帳
簿
を
整
理
し
、
そ
の
納
付
受
託
郵
便
物
の
関
税
の
額
に
相
当
す
る
金
銭
の
交
付
を

受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
七
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
十
七
条
第
一
項
第
一
号
中
「
（
外
国
貨
物
で
あ
る
船
用
品
又
は
機
用
品
の
積
込
み
）
」
を
「
（
船
用
品
又
は
機
用
品

の
積
込
み
等
）
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
保
税
蔵
置
場
に
」
を
削
り
、
「
第
六
十
二
条
（
保
税
工
場
）
」
を
「
第
六
十

一
条
の
四
」
に
改
め
、
「
総
合
保
税
地
域
に
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
（
総
合
保
税
地
域
）
」
を
削
り
、
同
項
第
五
号

中
「
（
外
国
貨
物
の
積
み
も
ど
し
）
」
を
削
り
、
同
項
第
六
号
中
「
引
取
」
を
「
引
取
り
」
に
改
め
る
。

第
九
十
二
条
第
一
項
中
「
第
六
十
九
条
の
十
六
」
を
「
第
六
十
九
条
の
九
（
輸
出
し
て
は
な
ら
な
い
貨
物
に
係
る
認
定
手

続
に
お
け
る
専
門
委
員
へ
の
意
見
の
求
め
）
及
び
第
六
十
九
条
の
十
九
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
イ
中
「
法
第
六
十
二
条
、

」
を
「
法
第
六
十
一
条
の
四
、
」
に
、
「
第
六
十
二
条
及
び
」
を
「
第
六
十
一
条
の
四
及
び
」
に
、
「
、
第
六
十
二
条
、
第



六
十
二
条
の
七
及
び
第
六
十
二
条
の
十
五
」
を
「
、
第
五
十
五
条
（
法
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

、
第
六
十
一
条
の
四
、
第
六
十
二
条
の
七
、
第
六
十
二
条
の
十
五
及
び
第
六
十
七
条
の
十
」
に
、
「
法
第
五
十
六
条
」
を
「

法
第
五
十
条
第
一
項
（
保
税
蔵
置
場
の
許
可
の
特
例
）
の
規
定
、
法
第
五
十
四
条
（
承
認
の
取
消
し
等
）
（
法
第
六
十
二
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
、
法
第
五
十
六
条
」
に
、
「
及
び
第
六
十
一
条
の
二
第
一
項
（
指
定
保
税
工

場
の
簡
易
手
続
）
」
を
「
、
第
六
十
一
条
の
二
第
一
項
（
指
定
保
税
工
場
の
簡
易
手
続
）
及
び
第
六
十
一
条
の
五
第
一
項
（

保
税
工
場
の
許
可
の
特
例
）
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
ロ
及
び
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
六
十
二
条
に
」
を
「
第
六
十
一

条
の
四
に
」
に
改
め
る
。

（
関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
同
法
第
六
十
二
条
」
を
「
同
法
第
六
十
一
条
の
四
」
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
中
「
番
号
」
の
下
に
「
（
同
法
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項

の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
所
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
法
第
五
十
条
第
一
項
の
届
出
を
し
た
年
月
日
）

」
を
加
え
る
。



（
税
関
関
係
手
数
料
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

税
関
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

４

税
関
長
は
、
法
第
五
十
条
第
一
項
（
保
税
蔵
置
場
の
許
可
の
特
例
）
の
承
認
を
受
け
た
者
が
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
所
に
つ
い
て
法
第
百
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
納
付

す
べ
き
手
数
料
（
当
該
場
所
に
お
け
る
法
第
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
外
国
貨
物
の
蔵
置
等
に
関
す
る
業
務
が
電
子
情

報
処
理
組
織
（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
税
関
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
電
子
情
報

処
理
組
織
を
い
う
。
次
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
し
て
行
わ
れ
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
軽
減
蔵

置
場
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
法
第
百
一
条
第
一
項
（
手
数
料
の
軽
減
又
は
免
除
）
の
規

定
に
よ
り
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
額
（
軽
減
蔵
置
場
と
な
る
日
の
属
す
る
月
及
び
軽
減
蔵
置
場
で
な
く
な

る
日
の
属
す
る
月
に
つ
い
て
は
、
日
割
に
よ
り
計
算
し
た
額
）
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

前
項
の
規
定
に
よ
り
手
数
料
の
額
が
軽
減
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
第
九
条
第
三
項
又
は
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
納
付
さ
れ
、
又
は
前
納
さ
れ
た
月
分
の
手
数
料
の
額
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
軽
減
さ
れ
た
後
の
額
を
超
え
る
こ
と
と



な
る
と
き
は
、
当
該
超
え
る
部
分
の
額
は
、
当
該
納
付
さ
れ
、
又
は
前
納
さ
れ
た
月
分
以
後
の
手
数
料
の
額
に
順
次
充
当

す
る
。

第
三
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

税
関
長
は
、
法
第
六
十
一
条
の
五
第
一
項
（
保
税
工
場
の
許
可
の
特
例
）
の
承
認
を
受
け
た
者
が
同
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
法
第
五
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
所
に
つ
い
て
法
第
百
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

納
付
す
べ
き
手
数
料
（
当
該
場
所
に
お
け
る
法
第
五
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
税
作
業
に
関
す
る
業
務
が
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
わ
れ
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
軽
減
工
場
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

に
つ
い
て
は
、
法
第
百
一
条
第
一
項
（
手
数
料
の
軽
減
又
は
免
除
）
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
さ
れ

る
額
（
軽
減
工
場
と
な
る
日
の
属
す
る
月
及
び
軽
減
工
場
で
な
く
な
る
日
の
属
す
る
月
に
つ
い
て
は
、
日
割
に
よ
り
計
算

し
た
額
）
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

前
条
第
五
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
手
数
料
の
額
が
軽
減
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
三
条
の
四
第
六
項
中
「
含
む
」
の
下
に
「
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
、
「
計
算
さ
れ
る
額
」
の
下
に
「
（

第
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
手
数
料
の
額
が
軽
減
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
額



か
ら
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
軽
減
さ
れ
る
額
を
控
除
し
た
額
と
し
、
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
手
数
料
の
額
が
軽

減
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
額
か
ら
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
軽
減
さ
れ
る
額

を
控
除
し
た
額
と
す
る
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
三
条
の
五
第
二
項
中
「
相
当
す
る
額
」
の
下
に
「
（
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
手
数
料
の
額
が
軽
減
さ
れ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
額
の
四
分
の
三
に
相
当
す
る
額
）
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「

相
当
す
る
額
」
の
下
に
「
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
手
数
料
の
額
が
軽
減
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
額
の
四
分
の
三
に
相
当
す
る
額
）
」
を
加
え
る
。

（
輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
見
出
し
を
「
（
保
税
運
送
の
た
め
の
郵
便
物
に
係
る
書
面
の
取
扱
い
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
書
類
に
」
を
「

書
面
に
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
第
七
条
第
五
項
」
を
「
第
七
条
第
八
項
」
に
改
め
る
。



第
六
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
書
類
」
を
「
書
面
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
二
を
第
六
条
の
三
と
し
、
第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
郵
便
事
業
株
式
会
社
に
よ
る
内
国
消
費
税
の
納
付
に
係
る
納
付
期
日
等
）

第
六
条
の
二

関
税
法
施
行
令
第
六
十
八
条
の
二
（
郵
便
事
業
株
式
会
社
に
よ
る
関
税
の
納
付
に
係
る
納
付
期
日
）
の
規
定

は
、
法
第
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
関
税
法
第
七
十
七
条
の
三
第
一
項
（
郵
便
事
業
株
式
会
社
に
よ
る
関
税
の
納

付
等
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
六
十
八
条
の
二
中
「
法
第

七
十
七
条
の
二
第
一
項
（
郵
便
物
に
係
る
関
税
の
納
付
委
託
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴

収
等
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
四
項
又
は
第
五
項
（
郵
便
物
の
内
国
消
費
税
の
納
付
等
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

関
税
法
施
行
令
第
六
十
八
条
の
三
（
帳
簿
の
記
載
事
項
等
）
の
規
定
は
、
法
第
七
条
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ

り
郵
便
物
に
係
る
内
国
消
費
税
の
納
付
の
委
託
を
受
け
た
郵
便
事
業
株
式
会
社
の
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
関
税

法
第
七
十
七
条
の
四
（
帳
簿
の
備
付
け
）
の
規
定
に
よ
る
帳
簿
の
備
付
け
及
び
保
存
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
同
令
第
六
十
八
条
の
三
第
一
項
中
「
法
第
七
十
七
条
の
二
第
一
項
（
郵
便
物
に
係
る
関
税
の
納
付
委
託
）
」
と

あ
る
の
は
「
輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
四
項
又
は
第
五
項
（
郵
便
物
の
内
国
消



費
税
の
納
付
等
）
」
と
、
「
ご
と
に
」
と
あ
る
の
は
「
ご
と
に
、
か
つ
、
内
国
消
費
税
の
税
目
ご
と
に
」
と
、
「
法
第
七

十
七
条
第
一
項
（
郵
便
物
の
関
税
の
納
付
等
）
」
と
あ
る
の
は
「
輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に
関
す
る
法

律
第
七
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
七
条
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
郵
便
物
に
係
る
内
国
消
費
税
の
納
付

を
郵
便
事
業
株
式
会
社
に
委
託
す
る
場
合
に
お
け
る
同
条
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
財
務
省
令
で
定
め
る
。

（
国
税
通
則
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

国
税
通
則
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
百
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
第
四
号
中
「
第
七
条
第
五
項
」
を
「
第
七
条
第
八
項
」
に
改
め
る
。

（
通
関
業
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

通
関
業
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
二
百
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
二
号
中
「
同
法
第
六
十
二
条
」
を
「
同
法
第
六
十
一
条
の
四
」
に
改
め
る
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
税
関
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）



第
七
条

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
税
関
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
二
年
政
令
第
二
百
二
十
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
六
号
中
「
保
税
蔵
置
場
」
の
下
に
「
（
関
税
法
第
五
十
条
第
二
項
（
保
税
蔵
置
場
の
許
可
の
特
例
）
の
規
定
に

よ
り
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
（
保
税
蔵
置
場
の
許
可
）
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
所
を
含
む
。
）
」
を
加

え
る
。

別
表
第
二
二
号
中
「
第
六
十
二
条
」
を
「
第
六
十
一
条
の
四
」
に
改
め
、
同
表
第
三
一
号
中
「
第
六
十
七
条
の
二
第
一
項

た
だ
し
書
」
を
「
第
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

（
消
費
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

消
費
税
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
六
条
第
二
項
中
「
同
条
第
五
項
」
を
「
同
条
第
八
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
九
条
第
五
項
第
五
号
中
「
第
七
条
第
四
項
」
を
「
第
七
条
第
七
項
」
に
、
「
書
類
」
を
「
書
面
」
に
改
め
、
同
項

第
六
号
中
「
第
七
条
第
五
項
」
を
「
第
七
条
第
八
項
」
に
改
め
る
。

（
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）



第
九
条

沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
百
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
第
二
項
第
一
号
中
「
同
法
第
六
十
二
条
」
を
「
同
法
第
六
十
一
条
の
四
」
に
、
「
除
く
」
を
「
除
き
、
施
設
等

の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
同
法
第
五
十
条
第
一
項
又
は
第
六
十
一
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
て
事
業
を
行

お
う
と
す
る
も
の
を
含
む
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
一
号
中
「
保
税
蔵
置
場
等
の
許
可
」
の
下
に
「
（
関
税
法
第
五
十
条
第
二
項
又
は
第
六
十
一
条
の
五
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
又
は
第
五
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る

当
該
許
可
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
中
「
保
税
蔵
置
場
等
の
許
可
を
受
け
な
か
っ
た
と
き
」
の
下
に
「
（
一
号

認
定
事
業
者
が
関
税
法
第
五
十
条
第
一
項
又
は
第
六
十
一
条
の
五
第
一
項
の
承
認
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
事
業
認
定
を
受
け
た
日
後
一
年
以
内
に
同
法
第
五
十
条
第
一
項
又
は
第
六
十
一
条
の
五
第
一
項
の
届
出
を
し
な
か

っ
た
と
き
。
）
」
を
加
え
る
。

第
二
十
条
第
二
号
中
「
同
法
第
六
十
二
条
」
を
「
同
法
第
六
十
一
条
の
四
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
第
一
項
第
二
号
中
「
施
設
等
」
の
下
に
「
（
沖
縄
地
区
税
関
長
が
関
税
法
第
五
十
条
第
一
項
又
は
第
六
十
一

条
の
五
第
一
項
の
届
出
を
受
理
し
た
施
設
等
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。



附

則

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


